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1 家庭科技術検定 適正 0 85,700
家庭科技術検定に係る経費
を取扱う会計 通帳

学校が検定会場に指定。授業の
一環として1年次は全員受検で
あり、全国組織規定で実施され
る高校生対象の検定。指導上教
科担任が取扱うことが必要。

2
全商ビジネス文書実
務検定

適正 0 30,000
ビジネス文書実務検定受験
料に係る経費を取扱う会計 通帳

学校が検定会場に指定。希望者
受検であるが、全国組織規定で
実施される高校生対象の検定。
指導上教科担任が取扱うことが
必要。集金即納入を原則。

3 全商簿記実務検定 適正 0 7,800
簿記検定受験料に係る経費
を取扱う会計 現金

学校が検定会場に指定。希望者
受検であるが、全国組織規定で
実施される高校生対象の検定。
指導上教科担任が取扱うことが
必要。集金即納入を原則。

4 全商情報処理検定 適正 0 36,500
情報処理検定受験料に係る
経費を取扱う会計 現金

学校が検定会場に指定。希望者
受検であるが、全国組織規定で
実施される高校生対象の検定。
指導上教科担任が取扱うことが
必要。集金即納入を原則。

5 野球部後援会会計 適正 343,260 679,345
青谷高校野球部の活動を支
援するための経費を取扱う
会計

通帳

後援会は、後援会長（一般の方）
と寄付者を会員とする組織。学
校に常駐しない後援会長が会計
処理を行うことが困難であるた
め。

6 卓球部後援会会計 適正 193,782 732,553
青谷高校卓球部の活動を支
援するための経費を取扱う
会計

通帳

後援会は、後援会長（一般の方）
と寄付者を会員とする組織。学
校に常駐しない後援会長が会計
処理を行うことが困難であるた
め。

7 弓道部費 要改善 0 229,400
競技消耗品等購入、遠征費
等の会計 現金

物品や遠征費等の必要な都度
に集金即支払を原則の会計処
理。部員生徒が会計処理を行う
ことは困難なため、職員が仲介
している。

✓

8 華道部費 要改善 0 6,000
部活動に係る消耗品購入等
に係る経費を取扱う会計 現金

部活動の都度に集金即支払を
原則の会計処理。部員生徒が会
計処理を行うことは困難なため、
職員が仲介している。

✓

9
男子・女子バドミント
ン部費

適正 0 59,020
部活動に係る消耗品購入に
係る経費を取扱う会計 現金

物品や遠征費等の必要な都度
に集金即支払を原則の会計処
理。部員生徒が会計処理を行う
ことは困難なため、職員が仲介
している。
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１ 立替払

２ 適正管理
番号 会計等の名称

点検
結果
（※1）

平成28年度
末保有額

（※２）

平成28年度
決算額
（※３）

会計の内容
管理
方法

10
男子バスケットボール
部費

適正 0 6,900
部活動に係る消耗品購入、
遠征費等に係る経費を取扱
う会計

現金

物品や遠征費等の必要な都度
に集金即支払を原則の会計処
理。部員生徒が会計処理を行う
ことは困難なため、職員が仲介
している。

11
女子バスケットボール
部

適正 5,609 503,547
部活動に係る消耗品購入、
遠征費等に係る経費を取扱
う会計

通帳

物品や遠征費等の必要な都度
に集金即支払を原則の会計処
理。部員生徒が会計処理を行う
ことは困難なため、職員が仲介
している。

12 茶道部 要改善 0 13,488
部活動に係る消耗品購入等
に係る経費を取扱う会計 現金

部活動の都度に集金即支払を
原則の会計処理。部員生徒が会
計処理を行うことは困難なため、
職員が仲介している。

✓

13 PTA会計　　（一般） 適正 263,428 1,469,075
PTA活動に係る経費を取扱う
会計 通帳

学校教育に深く関係する団体で
あり、また学校に常駐していない
保護者が会計処理を行うことは
困難であるため

14 PTA会計　　（売店） 適正 136,156 2,213,367
PTA事業（生徒の福利厚生
の売店経営）の会計 通帳

学校教育に深く関係する団体で
あり、また学校に常駐していない
保護者が会計処理を行うことは
困難であるため

15
PTA会計　　（模試等
事業）

適正 0 137,100
PTA教育部事業（勤務時間
外に実施する校外模試等実
施）の会計

通帳

学校教育に深く関係する団体で
あり、また学校に常駐していない
保護者が会計処理を行うことは
困難であるため

16 生徒会会計 適正 583,286 1,952,641
生徒会活動に係る経費を扱
う会計 通帳

学校教育の一環であり、生徒が
会計処理を行うことは困難であ
るため

17 生徒活動後援会会計 適正 987,280 2,376,178
部活動、教育活動の支援に
係る経費を取扱う会計 通帳

学校教育に深く関係する団体で
あり、また学校に常駐していない
保護者が会計処理を行うことは
困難であるため

18
県高体連等補助受入
会計

適正 0 74,257
県高体連・高文連・県体協か
ら振込まれる経費を取扱う会
計

通帳
学校教育の一環であり、生徒が
会計処理を行うことは困難であ
るため

19 年次教材費 適正 1,555,014 9,010,262
1年次～3年次生徒の共通教
材費購入、学校行事費、修
学旅行費の積立を含む。

通帳
生徒の共通教材購入、学年共通
行事費用等の一括経理のため。

20 教材費　（家庭クラブ） 適正 63,277 129,808
学校家庭クラブの活動に係
る経費を取扱う会計 通帳

学校教育の一環であり、生徒が
会計処理を行うことは困難であ
るため
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21 教材費　（美術） 適正 0 79,200
芸術の科目における教材購
入に係る経費を扱う会計 現金

少人数選択で、学年一括経理で
きない。教材準備を確実にする
ため担当教員がとりまとめてい
る。集金即支払いを原則の会計
処理。

22 教材費　（書道） 適正 0 54,640
芸術の科目における教材購
入に係る経費を扱う会計 現金

少人数選択で、学年一括経理で
きない。教材準備を確実にする
ため担当教員がとりまとめてい
る。集金即支払いを原則の会計
処理。

23 実習費会計 適正 71 300,450
家庭科の科目における教材
購入に係る経費を扱う会計 通帳

少人数選択で、学年一括経理で
きない。教材準備を確実にする
ため担当教員がとりまとめてい
る。集金即支払いを原則の会計
処理。

24
１・２年次家庭総合実
習費

適正 4,321 51,630
家庭総合実習の教材購入に
係る経費を取扱う会計 通帳

少人数選択で、学年一括経理で
きない。教材準備を確実にする
ため担当教員がとりまとめてい
る。集金即支払いを原則の会計
処理。

25
鳥取県高体連卓球専
門部

適正 672,777 4,576,808
鳥取県高等学校体育連盟卓
球専門部の大会運営等の経
費を取扱う会計

通帳
学校教育に深く関係する団体の
活動経費であり、持ち回りで事
務局を担当しているため

26
鳥取県高等学校進路
指導研究会

適正 308,293 398,018
鳥取県高等学校進路指導研
究会の活動に係る経費を取
り扱う会計

通帳
学校教育に深く関係する団体の
活動経費であり、持ち回りで事
務局を担当しているため

合計 5,116,554 25,213,687

（※２）平成２９年３月３１日現在の保有額

（※３）平成２８年度の総収入額（前年度からの繰越額を含む。）

（※１）自主点検結果等（※４参照）においてひとつでも✔がついた会計について「要改善」としている。

（※４）県費外会計事務に係るチェックシート（「適正な経理処理の確保に向けた点検結果（平成２８年度結果）」別紙２の別添１）を用いた各所属の自主点検結果において、改善を要す
る（又は改善検討の余地がある）項目について「✔」を付している。


